
家庭
でできる健康保

持
・
増
進

7

民生委員・児童委員は地域における相談・支援のボ
ランティアです。県知事の推薦により厚生労働大臣か
ら委嘱を受けます。任期は３年で、給与は支払われま
せん。
◆民生委員は「民生委員法」で規定されており、地域
（担当区域）において常に住民の立場に立って相談に
応じ、高齢者や障がいのある方などの見守りや家庭訪
問をはじめ必要な援助を行い、福祉事務所など行政機
関とともに、社会福祉の増進に努める方々です。「児
童福祉法」の規定で、児童委員を兼ねています。
◆児童委員は、子どもや妊産婦に対しての援助を行い
ます。地域の子どもたちが元気で安心して暮らせるよ
うに、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の
心配事などの相談・支援などを行います。
◆民生委員・児童委員の中には、子どもに関すること
を主に担当する、主任児童委員がいます（各地区2人
で担当区域を持たない）。区域を担当する児童委員と
一体となって個別援助、健全育成活動、子育て支援活
動などを行います。

❶社会調査　担当区域内の住民の実態や福祉に対する
要望などを把握します。

❷相談　地域住民が抱える問題について、相手の立場
に立ち、親身になって相談に乗ります。

❸情報提供　社会福祉の制度やサービスについて、そ
の内容や情報を提供します。

❹連絡通報　住民が、個々の福祉ニーズに応じたサー
ビスが受けられるように、関係行政機関や施設、団
体などに連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を
務めます。

❺調整　住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービス
の提供が図られるよう支援します。

❻生活支援　住民の求める生活支援活動を自ら行い、
支援体制をつくっていきます。

❼意見具申　活動を通じて得た問題点や改善策につい
て取りまとめ、必要に応じて民生児童委員協議会を
通して関係機関などに意見を提起します。

※民生委員・児童委員には守秘義務があります。相談内
容や個人情報、プライバシーに関することがほかに漏れ
ることはありませんので、安心してご相談ください。

◆土岐市民生児童委員協議会は、市内9地区の民生
児童委員協議会の連合体です。
各地区の民生児童委員協議会とその委員定数（う

ち2人は主任児童委員）は、次の通りです。
▷土岐津地区＝25人　▷下石地区＝17人　▷妻木
地区＝15人　▷鶴里地区＝10人　▷曽木地区＝7
人　▷駄知地区＝19人　▷肥田地区＝14人　▷泉
地区＝25人　▷泉西地区＝18人　　　合計　150人

い
つ
ま
で
も
元
気
で
自
分
ら
し

く
過
ご
す
た
め
に
は
、
体
の
健
康

は
も
ち
ろ
ん
、「
こ
こ
ろ
の
健
康
」

も
重
要
で
す
。
し
か
し
年
齢
を
重

ね
る
に
つ
れ
、
病
気
に
な
る
、
家

族
や
友
人
を
亡
く
す
、
退
職
や
子

ど
も
の
独
立
、
自
分
の
役
割
が
減

る
な
ど
、
喪
失
感
や
孤
独
感
を
抱

く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。
こ
う

し
た
体
験
は
「
う
つ
」
を
引
き
起

こ
す
原
因
に
な
り
や
す
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

う
つ
は
特
別
な
人
だ
け
で
な
く
、

誰
も
が
か
か
る
可
能
性
の
あ
る
病

気
で
す
。
う
つ
に
な
る
と
気
が
め

い
り
、
身
体
機
能
の
低
下
や
食
欲

不
振
に
よ
る
低
栄
養
な
ど
を
起
こ

し
や
す
く
な
り
ま
す
。
放
っ
て
お

く
と
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
つ
な
が

っ
た
り
、
生
き
る
気
力
を
失
い
危

険
な
状
態
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
本
人
の
や
る
気
の
問
題
だ
と

誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
病
気
で

す
が
、
脳
内
の
神
経
機
能
の
変
調

が
原
因
で
起
こ
り
、
症
状
が
軽
い

初
期
に
治
療
す
る
な
ど
、
医
学
的

に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

「
毎
日
の
生
活
に
充
実
感
が
な

い
」「
以
前
は
楽
に
で
き
て
い
た
こ

と
が
お
っ
く
う
に
感
じ
ら
れ
る
」

な
ど
、
気
に
な
る
方
は
か
か
り
つ

け
医
師
や
専
門
の
医
療
機
関
（
精

神
科
・
心
療
内
科
な
ど
）
へ
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

○
う
つ
に
な
ら
な
い
日
常
生
活
の

ヒ
ン
ト

「
疲
れ
や
す
い
」
「
意
欲
が
わ

か
な
い
」
な
ど
、
い
つ
も
と
違
う

自
分
に
気
付
い
た
ら
、
十
分
に
休

養
し
無
理
に
何
か
を
し
よ
う
と
し

な
い
な
ど
、
思
い
切
っ
て
ペ
ー
ス

ダ
ウ
ン
し
て
休
み
ま
し
ょ
う
。
頑

張
り
過
ぎ
な
い
こ
と
が
肝
心
で
す
。

周
囲
の
人
も
、
本
人
が
ゆ
っ
く
り

休
め
る
よ
う
に
協
力
し
ま
し
ょ
う
。

○
相
談
窓
口

▽
東
濃
保
健
所
健
康
増
進
課
（
☎

○23　
1
1
1
1
・
内
線
3
6
2
）

▽
福
祉
課
障
害
・
給
付
係（
内
線
1

5
2
）、
高
齢
者
係（
内
線
1
5
9
）

こ
こ
ろ
の
健
康
「
高
齢
期
の
う
つ
」

詳しくは、福祉課厚生援護係（内線164・165）へ。

民生委員・児童委員活動の　　つの働き

第11回目は【民生委員・児童委員】についてです。

広報とき　2010.3.1
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